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習志野市高度利用地区指定方針及び指定基準 

 

１．指定方針 

（１）高度利用地区は都市の合理的土地利用計画に基づき、建築物の敷地等の統合を促

進し、小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保

することにより、用途地域内の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新

とを図ることを目的とする。 

（２）高度利用地区は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「都市再開発

の方針」、「都市マスタープラン」及びその他の地域ごとの方針等に適合していな

ければならない。 

（３）高度利用地区の指定は、「３．指定基準」を目安としつつ、都市整備の目標、公

共施設の整備状況、周辺市街地の土地利用の動向等の地区の特性を踏まえ、総合的

な判断に基づいて弾力的に運用するものとする。 

（４）高度利用地区の指定に当たって地域地区及び都市施設に関する都市計画の変更が

必要となるときは、当該変更を行うものとする。 

 

２．用語の定義 

（１）この基準において使用する用語は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以

下「基準法」という。）その他の法令で使用する用語の例による。 

（２）この基準において次のアからケまでに掲げる用語の意義は、それぞれ次に定める

ところによる。 

ア 基準容積率 

   用途地域に係る都市計画で定められた当該地区の容積率の最高限度をいう。 

イ 容積率の緩和 

   容積率の最高限度を基準容積率を超えて定める場合、高度利用地区に関する都市

計画で定める容積率の最高限度と基準容積率の差をいう。 

ウ 指定建ぺい率 

   用途地域に係る都市計画で定められた当該地区の建ぺい率の最高限度をいう。 

エ 壁面の位置の制限 

   都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第８条第３項第

２号（チ）に規定する壁面の位置の制限をいう。 

オ 広場等 

   高度利用地区内の建築物の敷地内に設ける空地のうち、日常一般に公開される部

分で壁面の位置の制限により確保する空地に隣接し、相当規模の開放性の高い空地

をいう。 

 カ 帰宅困難者 

   地震発生時に外出している者のうち、近距離徒歩帰宅者（近距離を徒歩で帰宅す

る人）を除いた帰宅断念者（自宅が遠距離にあること等により帰宅できない人）と

遠距離徒歩帰宅者（遠距離を徒歩で帰宅する人）をいう。 
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 キ 一時滞在施設 

   帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者を一時的に受入れる施設と

して、市と協定を締結したものをいう。 

 ク 雨水貯留浸透施設 

   雨水を一時的に貯留又は浸透させ、下水道への雨水流出量を抑制するものをい

う。 

ケ 保育所等 

   保育所を含む子育て支援施設、高齢者向け福祉施設、その他少子高齢社会への対

応に資すると認められる生活支援施設をいう。 

 

３．指定基準 

（１）対象地区 

  高度利用地区は次に掲げる要件に該当する区域について指定する。 

イ 次のいずれかに該当すること 

１） 枢要な商業地、業務地又は住宅地として高度に土地利用を図るべき区域であ

って、当該区域内に現に存する建築物の相当部分の容積率が基準容積率より

著しく低い区域 

２） 土地利用が細分化されていること、公共施設の整備が不十分なこと等により

土地の利用状況が著しく不健全な地区であって、都市環境の改善上又は災害

の防止上土地の健全な高度利用を図るべき区域 

３） 現に都市基盤施設が高い水準で整備されており、かつ、高次の都市機能が集

積しているものの、建築物の老朽化又は陳腐化が進行しつつある区域であっ

て、建築物の建替えを通じて都市機能が望ましい姿に更新されるよう誘導を

図るべき区域 

４） 高齢社会の進展等に対応して、高齢者をはじめとする不特定多数の者が円滑

に利用できるような病院、老人福祉センター等の建築物を整備すべき区域で

あって、建築物の建替え等を通じた土地の高度利用により都市機能の更新・

充実を誘導する区域 

５） １）から４）に掲げるもののほか、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市

機能の更新を図るべき区域 

  ロ 当該区域の土地利用の高度化を図るために必要な幹線道路等の公共施設が整備

されていること、又は当該公共施設に関する都市計画が定められていること。 

  ハ 「習志野都市計画都市再開発の方針」において２項再開発促進地区として位置

づけられている区域  

（２）地区の規模及び形状 

  イ 地区の規模  

   高度利用地区は、適正な街区群が形成される規模として、原則０．５ha以上とす

る。ただし、市街地再開発事業の実施のため特に必要がある場合には適正な一街区

が形成される規模として、０．２ha以上とすることができる。 
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  ロ 地区の形状 

   高度利用地区の境界は、原則として道路、河川その他の土地の区域を明示するの

に適当な地形、地物等により定めるものとし、その形状はできる限り整形とする。 

  ハ 地区の接道  

   高度利用地区に接する前面道路は、高度利用を図るために必要な幹線道路等とし

て、その幅員は１２ｍ以上、かつ、他の幅員１２ｍ以上の道路に有効に接続してい

る道路であること。 

（３）容積率の最高限度等 

  容積率の最高限度、緩和の基準及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築物の建築

面積の最低限度並びに壁面の位置の制限は、当該高度利用地区の土地利用の状況及び

将来の動向等を勘案し、建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制

するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することができるよう、以下により

定める。 

  イ 容積率の最高限度 

１） 基準容積率による容積率の最高限度 

 基準容積率による容積率の最高限度は、下表のとおりとする。 

基準容積率 容積率の最高限度 

３００％未満 基準容積率＋２００％ 

３００％以上 基準容積率＋３００％ 

２） 容積率の最高限度の適用を受ける敷地面積の最低限度 

 容積率の最高限度の適用を受ける敷地面積の最低限度は、下表のとおりと

する。 

容積率の最高限度 
当該容積率の最高限度の適用を受

ける敷地面積の最低限度 

基準容積率＋１５０％ ５００㎡ 

基準容積率＋２００％以上 １，０００㎡ 

 

  ロ 容積率の緩和の基準 

   容積率の緩和の基準は、次のいずれかによるものとし、１）空地等の確保に対す

る容積率の緩和に２）公共公益施設の確保による容積率の緩和及び３）床面積に相

当する容積率の緩和を加えることができる。ただし、２）公共公益施設の確保によ

る容積率の緩和及び３）床面積に相当する容積率の緩和の合計は、１）空地等の確

保に対する容積率の緩和を超えないものとする。また、基準容積率と容積率の緩和

の合計はイの容積率の最高限度を上限とする。 

１） 空地等の確保に対する容積率の緩和 

 建ぺい率の最高限度の低減、壁面の位置の制限、緑地の確保による容積率

の緩和は表１による。また、その組み合わせと容積率の緩和の合計は、表２

による。 
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表２ 

 

 

 

 

 

 

① 表１において、壁面の位置の制限により容積率の緩和を行う場合、道路に

接して４ｍ以上とされている場合であっても、歩道と一体として確保され

る場合は、２ｍ以上かつ歩道と合わせて４ｍ以上とすること。また、主要

な歩行者道線として想定する必要のない場合は、２ｍ以上とすること。 

② 表１において、壁面の位置の制限により容積率の緩和を行う場合、道路に

接して４ｍ以上とされている場合であっても、都市計画道路に接する場合

は、５ｍ以上とすること。また、都市計画道路に接して歩道と一体として

確保される場合は、３ｍ以上かつ歩道と合わせて５ｍ以上とすること。 

③ 表１において、緑地の確保により容積率の緩和を行う場合、緑地の算定に

あたっては、都市緑地法施行規則第９条の規定によるものとする。 

④ 表１において、緑地の確保により容積率の緩和を行う場合、都市緑地法

（昭和４８年法律第７２号）第５章による緑地協定などその他有効な手法

により整備及び維持が図られるものであること。 

２） 公共公益施設の確保による容積率の緩和 

 次に掲げる公共公益施設で、その必要性を市長が認めるものを事業者の費

用負担（整備費の一部に補助金を活用する場合を除く）により、建築物の敷

地の内外に新設する場合、５０％を上限として、容積率の緩和を行うものと

する。なお、整備内容及び維持管理については、担当課及び関係機関と協議

 項目 要件 容積率の緩和 

Ⅰ 
建ぺい率の最高限度の低減 

（指定建ぺい率との差） 

１０又は２０％ ＋５０％ 

３０％ ＋１００％ 

Ⅱ 壁面の位置の制限 

道路に接して 

４ｍ以上 
＋５０％ 

上記の壁面後退線

に沿って、敷地面

積の１０％以上の 

広場等を確保 

＋１００％ 

Ⅲ 

緑地の確保 

（敷地面積に対する 

緑地の割合） 

２０％以上 ＋５０％ 

組み合わせ 容積率の緩和の合計 

Ⅰ＋Ⅱ １００～２００％ 

Ⅰ＋Ⅲ １００～１５０％ 

Ⅱ＋Ⅲ １００～１５０％ 

Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ １５０～２５０％ 
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を行い、了承を得ること。 

・ 他の公共施設に有効に接する道路又は有効な立体的歩行者空間 

・ 駅前広場の機能の拡充として設けるバス・タクシー等の乗降場 

・ 駅前の交通課題を解決するための駐車場及び駐輪場 

・ 防災機能向上に寄与する帰宅困難者向け一時滞在施設、水害リスクの軽減

に資する雨水貯留浸透施設 

・ まちづくりに寄与するため建築物の敷地外に新設する通路、広場、緑地、

無電柱化設備 

・ その他の公共公益施設 

３） 床面積に相当する容積率の緩和 

① 保育所等の確保が必要であると認められ、次のいずれかに該当する建築物

であって保育所等を設ける場合、当該保育所等の床面積に相当する容積率

の緩和を行うものとする。 

・ 駅又は駅近傍の建築物 

・ 大規模な共同住宅 

・ 大規模な複合的再開発により整備される建築物 

② 建築物の一部において、屋内型の広場スペース、集会所、ホール、ギャラ

リー等文化機能若しくは交流機能の用途に供する部分を備えた建築物につ

いては、当該床面積に相当する容積率の緩和を行うものとする。ただし、

当該用途に供する部分と２）による容積率の緩和を行う部分が同一の場合

には、この規定と２）の規定とを併せて適用することはできない。 

ハ 容積率の最低限度  

容積率の最低限度は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利

用と都市機能の更新を図るために定めることとされているものであり、当該区域内の

高度利用を促進するよう、基準容積率の数値の範囲内で適切な数値を定める。 

  二 建ぺい率の最高限度  

１） 建ぺい率の最高限度は、基準法第５３条第１項の規定による建ぺい率を超え

ないように（ ２）に該当する場合を除く。）１０％の整数倍の数値をもって

定める。 

２） 基準法第５３条第３項又は第６項の各号の１に該当する建築物については、

次により建ぺい率の最高限度を定める。 

① 基準法第５３条第３項各号のいずれかに該当する建築物にあっては、１）に

より定める数値に１０％を、同項各号のいずれにも該当する建築物又は同条

第６項第１号に該当する建築物にあっては１）により定める数値に２０％を

それぞれ加えた数値をもって建ぺい率の最高限度とする。 

この場合において、建築物の敷地が防火地域内外にわたり、その敷地内の建

築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地はすべて防火地域内にある

ものとみなす。 

② 基準法第５３条第６項第２号又は第３号に該当する建築物については建ぺい

率の最高限度は定めない。 
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ホ 建築物の建築面積の最低限度 

   建築物の建築面積の最低限度は、当該区域における敷地規模の現状、容積率の最

高限度等を総合的に勘案して、当該区域における市街地環境の悪化を招くことのな

いよう定める。 

  ヘ 壁面の位置の制限 

   壁面の位置の制限は、当該高度利用地区内の建築物の利用者等の通行のために必

要な空地を確保する場合、植込み、芝生等を整備するために必要な空地を確保する

場合等市街地の環境の向上を図るため有効な空地を確保するために必要な場合にお

いて、敷地内に道路（都市計画において定められた計画道路を含む。）に接して空

地を確保することができるよう当該道路の幅員、歩行者の通行量、建築物の配置、

建ぺい率の最高限度等を勘案して適切に定める。 

   なお、壁面の位置は立体的に定めることもできるので、例えば、上階部分の壁面

の位置より下階の歩行者部分の壁面の位置を道路境界線から後退して定めて道路に

面して歩行者のための空間を確保する場合その他やむを得ない場合においては、立

体的に定めて差し支えない。 

 

４．その他 

（１）市街地再開発事業との関係 

  法第１２条第２項の規定により市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施

行区域については、都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第３条及び第３条の２

に規定する条件の土地の区域でなければならないことに留意すること。 

（２）地区計画等の策定 

  イ 容積率の最高限度を基準容積率を超えて定める場合で法第１４条第１項に規定

する計画書にその位置及び規模を規定することができない場合は、当該基準容積

率を超える要因たる建築物の用途又は施設等について、法第１２条の５第２項第

１号に規定する地区整備計画等を策定するものとする。 

  ロ 前記の規定により地区整備計画等を策定する場合、法第１２条の５第７項第２

号に規定する建築物の緑化率（都市緑地法第３４条第２項に規定する緑化率をい

う。）の最低限度を必ず定める。 

（３）総合設計制度との関係 

  高度利用地区内においては、総合設計制度の適用は行わないものとする。 

（４）一団地認定制度との関係 

  基準法第８６条及び第８６条の２に基づく特定行政庁の認定を受けた一団地内の２

以上の構えを成す建築物については、同一敷地内にある一つの建築物とみなして本基

準を適用することができる。 

（５）道路等への影響の調査 

  高度利用地区内に予定される建築物が、道路等の公共施設に与える影響を検討する

に当たり、都市交通基盤施設については、当該予定建築物の計画により発生する交通

量が周辺道路に与える影響について予測を行い、必要な措置を講じるものとする。 
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（６）建築物の高さによる風の影響の調査 

  高度利用地区内に予定される建築物の高さが６０ｍを超える場合は、風洞実験等を

用いて影響を調査し、必要に応じて植栽、モニュメント等で風害の軽減を施したもの

であること。ただし、当該予定建築物の高さが６０ｍ以下の場合は、コンピューター

シュミレーション等による解析値に代えることができる。 

（７）風俗営業に係る用途の禁止  

  高度利用地区内に予定される建築物の用途は、風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項第２号から第６号までに

掲げる店舗型性風俗特殊営業に係る用途を含まないものとする。 

 

５．維持管理等 

（１）維持管理義務 

  高度利用地区内の建築物若しくは建築物の敷地の所有者（以下、「所有者」とい

う。）、占有者又は管理者（以下、「所有者等」という。）は、建築物が常時適法で

あり、容積率の緩和の条件として整備される空地、広場等、緑地、公共公益施設（以

下、「施設等」という。）が本基準に適合するように、将来にわたり適切に維持管理

しなければならない。また、容積率の緩和の条件として整備される施設等は他の用途

に転用してはならない。 

（２）報告義務 

  所有者等は、建築物及び容積率の緩和の条件として整備される施設等の維持管理に

関する誓約書を市長に届け出るとともに、管理責任者を選任し、当該管理責任者の氏

名等を市長に届け出なければならない。管理責任者を変更する場合も同様とする。 

  所有者等及び管理責任者は、市長の求めに応じて、建築物及び容積率の緩和の条件

として整備される施設等の日常の維持管理について、報告しなければならない。 

（３）標示義務 

  高度利用地区内の容積率の緩和の条件として整備される空地には、歩行者等が日常

自由に通行又は利用できる旨等を記載した掲示板を設置しなければならない。 

（４）維持管理等の継承 

  所有者は、建築物を第三者に転売、譲渡又は賃貸する場合は、その責任において当

該第三者に前３号に定める義務を継承しなければならない。 

 

附則 

 この基準は、令和５年１０月６日から施行する。 


